
 

令和６年度 事 業 計 画 

 

Ⅰ 事業方針 

私たちの社会生活に大きな影響をもたらした新型コロナウイルス感染症は、令和５年５

月に５類指定感染症に見直されました。パンデミックに一定の区切りがついたことを契機

に、社会・経済活動は徐々に活性化の兆しは見えているところですが、不安定な世界情勢に

起因する物価高等の経済環境の悪化、少子・高齢・人口減少社会の進行、社会的孤立の増加

など、国民生活を取り巻く環境はまだまだ明るいとは言えない状況が続いています。 

このような時代だからこそ、民生委員児童委員に寄せられる期待は大きくなっており、

活動実績もコロナ禍以前と比較して９割弱まで戻りつつあります。しかしながら、委員の

なり手不足の問題は深刻化の様相を呈しており、本道では令和４年１２月の一斉改選にお

いて欠員率は６.４％を数えました。令和７年１２月一斉改選では、いわゆる“団塊の世代”

の委員が多数退任することが見込まれています。民生委員制度の存続も危ぶまれる事態と

いえるこの状況において、今後の民生委員児童委員活動、民生委員児童委員協議会の理念

やそのあり方をどのように継承していくか、さまざまなことを検討し対策する時期に差し

掛かっていると言えます。 

一方、地域における福祉・生活課題はますます深刻化しており、人々が安全・安心に住み

続けられる地域づくりには、地域住民はもとより多様な関係機関・団体等が連携・協働した

「地域共生社会」の実現に向けた取り組みが求められています。地域福祉推進の担い手で

ある民生委員児童委員には、その連携・協働のハブ（結節点）としての役割が期待されてい

ます。 

このような状況を踏まえ、本連盟が策定した「第３次北海道民生委員児童委員活動指針」

を軸に民生委員児童委員による地域福祉活動の推進を呼びかけるとともに、近年多発して

いる自然災害に対しても、住民同士が支え合える仕組みづくりや、災害時の支援活動のあ

り方などを考える「災害に備える民生委員児童委員活動」について、一般化に向けた普及・

啓発を図ります。 

加えて、委員のなり手不足の問題は深刻化の一途をたどっています。支え合う民児協づ

くりの推進を図るためにそのあり方の検討を継続し、「なり手不足」緩和のための方策につ

いて、次期一斉改選に向けた段階的な取り組みを進めます。 

以上のことを踏まえ、次の３点を重点項目に位置付け推進します。 

  



 

Ⅱ 重点推進項目 

１．「なり手不足」の課題に対する取り組み 

   本連盟では、今日的な「なり手不足」の課題に対して、実態調査の実施、研修による意

欲向上を図るプログラム開発、所轄行政庁との委員選任のあり方に関する協議など、さま

ざまな調査、研究、調整を重ねてきました。一定の成果は見受けられたものの、根本的な

課題解決には至っていない状況を受け、今後はより具体的で実効性の高い取り組みが必

要と考えられます。このことから、令和７年度の一斉改選に向けて、各市町村民児協にお

いて、支え合う民児協づくりに必要な研修の体系化も含め適切な候補者探しの時期や必

要と考えられる取り組みを網羅したモデルスケジュールを作成し、市町村民児協活性化

事業において試験的に取り組みます。 

また、並行して令和４年度に実施した「民生委員児童委員の選任にかかる実態と意向

に関する調査」を実施し、その調査結果をもって、今日的な委員選任のあり方に関して

研究し、次期一斉改選に向けて所轄行政庁との協議を進めます。 

 

２．ウィズコロナに応じた事業の転換および推進 

   本連盟ではコロナ禍の経験を経て、オンラインを活用した会議・研修の開催、研修用Ｄ

ＶＤの制作による普及啓発、オンデマンドを駆使した新たな学びの環境整備等、以前には

なかったノウハウを習得してきました。令和５年５月、新型コロナウイルス感染症が５類

指定感染症に見直されたことにともない、感染症が収束傾向にある今日において、これら

の取り組みの今後のあり方を検討する時期に差し掛かっていると言えます。 

   このことから、本連盟の主催事業によるアンケート調査などを通じて、委員の活動実

態や感染症に対する警戒感、事業運営形態に関する意向などを、それらを時系列的に把握

し、その結果に基づいてこれから活動スタイルの提言や事業の転換及び推進を図ります。 

 

 ３．民生委員児童委員協議会のあり方に関する検討 

  本連盟では、民生委員児童委員、民生委員児童委員協議会を取り巻く課題を検討する  

ために、令和２年度の「民生委員児童委員の研修のあり方に関する検討委員会」の設置を

皮切りに、「民生委員児童委員協議会のあり方に関する検討委員会」を経て、今日では「民

児協のあり方検討委員会」の常設設置に至りました。このことで、各分野専門家の識見に

より本連盟事業を客観的に評価いただくと共に、時勢に即した研修プログラムをご提案

いただくなど、本連盟において、民児協のあり方を多角的に議論し検証する環境が整っ

たと言えます。 

令和６年度においても、「民児協のあり方検討委員会」委員の助力を得て、委員のなり

手不足、次代を担う人材の確保、支え合う民児協づくり、研修の質の担保など、現在直

面している多岐にわたる今日的課題について検討を継続し、実効性の高い企画を提案し

ます。 

  



 

公１ 民生委員児童委員の資質向上のための研修事業 

 

ア 研修・研究協議事業 

（ア）全道民児協会長・副会長研究協議会開催事業 

民児協の代表として、社会福祉情勢の理解を深めるとともに、民児協運営等に関する

意見や情報を交換することなどにより民児協活動の活性化を図ることを目的に実施。 

・令和６年６月４日(火)～５日(水) 札幌市・札幌パークホテル 

 

（イ）全道児童委員活動研究集会開催事業 

   子どもを取り巻く様々な問題に対し、児童委員・主任児童委員としての活動を協議す

ることで、子どもの支援者としての活動促進を図ることを目的に実施。 

・令和６年８月２１日(水)～２２日(木) 札幌市・札幌パークホテル 

 

（ウ）中堅民生委員児童委員教室開催事業 

   民児協運営、民生委員児童委員の中核的な役割を担うリーダーを養成するために必要

な知識や技術の習得を図ることを目的に実施。研究事業として地方開催することとし、リ

ーダースキル養成型、ファシリテーター養成型の２タイプをプログラムによる開催に協

力する支部を募集する。 

・令和６年１０月１７日（木）～１８日（金）開催地・会場未定 

  ・令和６年１０月２４日（木）～２５日（金）開催地・会場未定 

 

（エ）民生委員児童委員活動推進講座開催事業 

   変化する社会福祉に関する制度や施策等について理解を深めることで、住民の支援を

進めるための内容や姿勢等を習得することを目的に実施。以下の道内６会場で開催。 

   札 幌 会 場 令和６年９月 ３日(火)・札 幌 市（会場：ホテルポールスター札幌） 

   旭 川 会 場 令和６年９月 ４日(水)・旭 川 市（会場：旭川市公会堂） 

   苫小牧会場 令和６年９月 ５日(木)・苫小牧市（会場：苫小牧市文化交流センター） 

   函 館 会 場 令和６年９月 ６日(金)・函 館 市（会場：函館市民会館） 

   帯 広 会 場 令和６年９月 ９日(月)・幕 別 町（会場：幕別町百年記念ホール） 

   北 見 会 場 令和６年９月１０日(火)・北 見 市（会場：北見芸術文化ホール） 

 

（オ）民生委員児童委員専門研修事業 

   社会福祉情勢の変化を捉え、民生委員児童委員活動を進める上での留意点の確認や、

多様なニーズへ対応するために必要な知識や技術の習得を図ることを目的に実施。 

  ・開催期日 令和６年６月～１１月（１日日程） 

  ・参加対象 前年度から引き続き在職する民生委員児童委員及び主任児童委員 

  ・開催会場 １４か所（振興局管内ごとに実施） 



 

 

（カ）民生委員児童委員初任者研修事業 

新たに委嘱された民生委員児童委員が、継続して地域住民への相談・支援活動が行え

るよう基本的知識の習得を図ることを目的に実施。 

・開催期日 令和７年１月～３月（１日日程） 

  ・参加対象 今年度新たに委嘱を受けた民生委員児童委員及び主任児童委員 

  ・開催会場 ９か所（振興局管内を９ブロックに分けて実施） 

 

イ 民生委員児童委員（民児協）活動支援事業 

（ア）民生委員児童委員（民児協）活動支援事業 

   市町村民児協の研修・学習会への協力等、委員活動を支援することを目的に次の取り

組みを実施する。 

⑴役職員の講師派遣、研修受入等（オンライン含む） 

⑵視聴覚教材ならびに啓発資材等の貸出 

⑶視聴覚教材（ＤＶＤ）の作成および配布 

⑷オンラインサロンの開催 

 

（イ）民児協事務局職員研修会事業 

   民児協事務局担当職員および関係者に対して必要な研修機会を提供すると共に、民生

委員児童委員活動を支える民児協事務局のあり方について考えることを目的も実施。 

・令和６年５月２１日(火)～２２日(水) 札幌市・かでる２.７ 

 

（ウ）北海道民生委員児童委員活動指針の取り組み 

第３次北海道民生委員児童委員活動指針の普及啓発に取り組み、民児協における中長

期計画の策定を呼びかけるとともに、市町村民生委員児童委員協議会活性化事業の助成

要件を第３次活動指針に基づく活動としてモデル民児協の指定を行い、充実した民児協

活動の展開を図る。 

 

（エ）民生委員児童委員協議会のあり方に関する検討 

委員のなり手不足、次代を担う人材の確保、支え合う民児協づくり、研修の質の担保

など、現在直面している多岐にわたる今日的課題について、「民児協のあり方検討委員会」

に検討を付託し、各種研究事業や検討を進める。 

  



 

公２ 道民への普及啓発事業及び調査研究事業 

 

ア 民生委員児童委員に関する調査研究事業 

（ア）地域支援調査（住民支え合いマップ調査）事業 

  ⑴住民支え合いマップ研究協議会の開催 

    道内各地の住民支え合いマップの実践事例を学ぶとともに、これからの民生委員活

動にかかる住民支え合いマップのあり方を研究協議することを目的に実施。 

       ・令和６年７月５日(金) 札幌市・会場未定 

  ⑵改訂版「住民支え合いマップづくり入門」の普及・啓発 

  ⑶住民支え合いマップの普及・啓発にかかる研究 

 

（イ）民生委員児童委員の選任にかかる実態と意向に関する調査 

令和７年１２月の一斉改選に向けて、委員候補者の発掘や退任意向のある委員への留

任の働きかけ等、具体的な委員のなり手不足解消の手立てを研究することを目的とし、

合わせて、民生委員審査方針の意見集約を行うことで、北海道との情報共有並びに今後

のあり方に関する協議を行う。 

・調査対象 法定単位民児協（421 か所）、市連合民児協（27 か所） 

 ・調査時期 令和６年６月上旬～７月下旬 

   ・調査項目 ○早期退任者の留任働きかけに関する取り組み 

        ○委員候補者の発掘に関する取り組み 

        ○審査方針に関する意見 

 

イ 一般道民への普及啓発事業 

（ア）ホームページ開設事業 

   一般住民に対する民生委員児童委員活動の啓発や、民生委員児童委員への情報提供、

市町村民児協事務局との連携等を目的に以下の取り組みを行う。 

⑴民生委員児童委員活動の情報掲載 

⑵Ｅメールによる質問の受付 

⑶民生委員児童委員活動に関する研究等資料の掲載 

⑷研修動画サイトの開設 

⑸事務局専用ページの運用 

 

（イ）民生委員・児童委員の日（５月１２日・済世顧問制度の創設日）」ならびに民生委員児

童委員活動強化週間事業（５月１２日から５月１８日まで）、民生委員児童委員活動資料

の作成・配付事業 

   民生委員児童委員活動の充実を図るために、市町村民児協に対して、以下の活動強化



 

を働きかけると共に、活動に必要な資材等を提供する。 

⑴活動強化を働きかける取り組み 

   ○個別支援・民児協運営関連 

新制度等に関する研修会の開催、丁寧な訪問活動と地域住民の状況把握促進、福祉

票や世帯票の点検・整理の促進、広報等のＰＲ活動、福祉サービスに関する情報の

提供促進、相談・支援活動の充実促進 

   ○児童委員活動の充実強化関連 

・児童部会の設置を促進および児童関係事業の推進体制を整備 

    ・児童委員協議会の開催による児童に関する情報交換の実施促進 

    ・主任児童委員を中心にした学校訪問や関係機関との連携促進 

    ・こんにちは赤ちゃん運動やすきやき隊など市町村の取り組みとの連携促進 

   ○災害時に備える活動関連 

    ・災害に備える民児協内部体制づくり 

    ・避難行動要支援者名簿や要援護者マップの整備、個別避難計画作成の協力 

    ・災害時要援護者の自助努力支援と関係機関・団体との支援体制づくり 

⑵道民児連の取り組み 

   ○市町村民児協が取り組む活動の例示、情報共有 

   ○民生委員児童委員活動啓発用版下の作成、データ提供 

   ○民生委員児童委員パンフレットの作成、配付 

   ○特別企画「子どもに向けたＰＲ大作戦」を実施（資材提供） 

 

（ウ）関係機関・団体等との普及啓発事業 

・北海道社会福祉協議会民生児童委員部会への参画 

・北海道社会福祉大会への協力  

・生活福祉資金等貸付業務の協力 

・市町村社会福祉協議会との連携 

・道行政等並びに市町村行政への協力と連携 

・全民児連事業の協力及び東北県民児協、関係機関・団体との連携 

全国民生委員児童委員大会への派遣並びに参加調整 

    令和６年１１月２０日（水）～２１日（木） 宮崎県・宮崎市 

・令和７年度全国民生委員児童委員大会実行委員会への参画 

・全国児童委員・主任児童委員活動研修会の参加調整 

    開催期日、会場未定 

・全国民生委員指導者研修会（民生委員大学）への派遣 

    開催期日未定 神奈川県・三浦郡葉山町 

・民生委員児童委員リーダー研修会の参加調整 

    開催期日、会場未定 

・北海道・東北ブロック道県・指定都市民児協会長等会議への参加 



 

  令和６年６月２５日（火）～２６日（水） 宮城県・仙台市 

・日本福祉教育・ボランティア学習学会との連携 

・その他関係機関・団体との連携 

 

ウ 市町村民児協活性化事業 

（ア）市町村民児協活性化事業 

  ⑴一般事業指定 

モデル民児協を指定し、第３次北海道民生委員児童委員活動指針への取り組みに必

要な事業経費や活動基盤の整備等への助成を行い、民児協活動の充実した活動の展開

を促進する。 

・指定地区 概ね８か所（継続３か所・新規５か所） 

・指定期間 ２年間（令和６年度または令和６・７年度） 

・助成金額 年額（基本額）１０万円 ※上限額 

⑵特別事業指定 

一般事業指定又はテーマ特化型指定を受けモデル事業を実施した結果、関連して新

たに取り組みたい又は延長したい活動が対象。ただし、先駆性・先見性が認められる

場合に限る。 

・指定地区 １～２か所 

・指定期間 １～３年間（任意） 

・助成金額 年額（基本額）１０万円 ※上限額 

⑶テーマ特化型指定 

民生委員児童委員を取り巻く諸課題の解決に向けて、本連盟が指定したテーマに取

り組む民児協を募集し、本連盟と共にその取り組みを進めることで、民児協組織を基

軸とした民児協体制および活動の充実強化や地域福祉の向上を図る。合わせて、これ

からの活動のあり方のモデル開発に関する研究への協力を求める。 

・指定地区 ２か所（新規） 

・指定期間 ３年間（令和５～７年度） 

・助成金額 年額（基本額）１０万円 ※上限額 

 

（イ）北海道民生委員児童委員災害時住民救援活動支援事業 

災害が発生した地域において、委員による住民救援活動を支援する「道民児連災害時

活動支援金助成事業」制度の運用を図り、直接的、側面的支援を行うと共に、本連盟と

しての市町村民児協支援にかかる「道民児連災害時対応ガイドライン」の運用を行う。 

また、民生委員児童委員による平常時、発災時、避難所設置期等における対応や活動

の考え方をまとめた「北海道民生委員児童委員災害時活動指針～災害に備える民生委員

児童委員ハンドブック【令和４年度版】」の普及・啓発を図る。 

 



 

他１ 民生委員児童委員の互助共済及び福利厚生事業等 

 

ア 互助共済・連絡事業 

  全国が行う互助共励事業と本連盟が行う互助共済事業の２つの制度から見舞金、弔慰金

を給付する委員相互の共済制度の運営を実施。 

・民生委員児童委員互助共済事業の運営 

   死亡弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金、退任慰労金の給付 

  ・互助共済事業運営委員会の設置開催 

・市町村民児協活性化事業の推進 

   活性化事業実施民児協の指定（再掲） 

  ・民生委員・児童委員活動保険への協力 

民生委員児童委員名簿の備え置き等保険運用に係る側面的協力を行う。 

 

イ 広報発行事業 

  広報紙を通して、変化する福祉制度や行政施策、本連盟が進める各種事業、道内委員の活

動状況などの情報を提供することを目的に実施。 

・広報紙「アンテナ道民児連」の発行 

    年３回発行 Ａ４版１０，８００部（全委員に配布） 

 

ウ 全道物故民生委員児童委員慰霊祭事業 

  地域住民の相談・支援に献身的に尽くされた民生委員児童委員で在任中に亡くなられた

委員、１期以上務められ退任後に亡くなられた方を対象とした慰霊祭を実施。 

  ・令和６年６月１２日（水）札幌市・円山公園慰霊碑前 

 

エ 退任委員感謝状贈呈事業 

  在職３年以上の退任者へ本連盟会長感謝状を贈呈し、在任中のご労苦に対し感謝の意を

表すため実施。 

 

オ ＦＡＸ情報・事務通信事業 

  迅速な情報提供が必要な場合、ＦＡＸを利用して全国・道内の関係情報の提供を図る。 

 ・ＦＡＸ情報（市町村民児協会長、事務局） 

 ・事 務 通 信（市町村民児協事務局） 

 

カ 支部長セミナー、地区・市支部長・町村民児協会長・事務局会議開催事業 

  市町村民児協の運営や活動の充実を推進するため、その牽引役である地区・市支部長を

対象としたセミナーの開催、本連盟事業を推進するための地区・市支部長、町村民児協会



 

長、事務局会議を開催する。 

（ア）支部長セミナー開催事業 

・令和６年４月１６日(火)～１７日(水) 札幌市・かでる２.７ 

（イ）地区・市支部長、町村民児協会長、事務局会議開催事業 

・令和６年１１月６日(水) 札幌市・ホテルポールスター札幌 

 

 

 

法人運営管理事業 

 

ア 本連盟組織・事業等の運営推進 

  正副会長会議、理事会、評議員会、監事監査、委員会等を開催し、本連盟の運営ならびに

強化を図る。 

 

イ 予算対策運動等の推進 

  民生委員児童委員活動に関した予算対策等を推進する。 

 

ウ 公益財団法人として適正な法人運営 

  公益法人として求められる事業・財務報告書類等適正な運営を図る。 


